


以外では坊垣が設置されていなかったことになり、先に

紹介したような、平城京では各坊を坊垣で囲むことはな

かったという理解を生むことになったのである。

坪街区縁辺部の発掘調査事例が多い左京三条一坊での

状況をみてみよう。図２３に明らかなように、囲郭施設が

設営されていなかった西北角の一坪以外の各坪は、四周

をすべて築地塀で囲まれていたと考えられる。興味深い

ことに、三条条間北小路が朱雀大路と接続する地点での

調査（図２３－A・図２６上）では、坊門に相当する建築遺構

も、それ以外の閉塞施設もなく、直接朱雀大路に通じて

いる状況を示している７）。いっぽう、朱雀大路を挟んだ右

京三条で三条条間南小路が朱雀大路と交会する地点での

調査（図２３－B・図２６下）では、小路の北側溝が朱雀大路西

側溝に流れ込む手前に暗渠があったことが確認されてい

る８）。従って、小路を塞ぐ形で朱雀大路西側の築地塀が通

じていた可能性があり、条坊配置上同じ条件であって

も、状況は必ずしも一律ではなかったことを示している。

朱雀大路から遠く離れた左京五条四坊（図２４）でも、８

ヵ所の調査事例のうち、状況不明な４例以外は築地塀で

坪区画が限られている。調査事例のある京内のいずれの

坊（右京：一条二坊・二条三坊・三条二坊／三坊・五条四坊・

七条一坊・八条一坊・九条一坊 左京：二条二坊／三坊・三条

二坊／三坊・五条一坊／四坊・六条一坊／三坊・七条一坊／三

坊・八条一坊／三坊）においても状況は同じで、坪の四周

は多くは築地塀で、そして場所によっては掘立柱塀で区

画されていたとみられる。また少なからぬ事例にあって

は、塀に開く門が確認されている。ほとんどは柱間１間

の掘立柱棟門であるが、間口２間の例や２×２間の門も

ある。大路に面する門は左京二条二坊五坪の南面築地塀

（図２３－C）と左京三条二坊一坪の北面築地塀（図２３－D）

に各１ヵ所の調査例がある。前者には建て替えの形跡も

確認されている。これらが「坊門」に当たる施設である

のかについてはなお検討する必要があるが、いずれも二

条大路に面する位置にあり、藤原麻呂宅、長屋王宅に比

定されている街区に伴うものとして注目されている９）。

このように、平城京の坊墻制に関しては、従来の理解

とは異なる状況であったことが判明する。２３６の調査事

例の中には左京八条三坊の東市（図２５の斜線部分）周辺部

の１２例（図２５）

も含まれる。
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戊申条の、い

わゆる宅門の

制の実態解明

も期待され

る。それとと

もに、『衛禁

律』越垣及城

条に「坊市垣

笞五十」とあ

る坊垣が単に

唐律の形式だ

けの継受でな

いとすれば、

平城京の坊墻制の実態を解明することは、律令制定時の

都城であった藤原京で、街区を区画する構築的な施設を

想定しがたいだけに、平城京建設の歴史的意味を問うた

めに必要な作業の一つであることは間違いない。

（井上和人）
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図２４ 平城京左京五条四坊周辺の坊墻 図２５ 平城京左京八条三坊周辺の坊墻

図２６ 朱雀大路と条間小路の交会点 １：５００
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